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(57)【要約】
【課題】電子カルテを表示する画面を起動する際のユー
ザの待ち時間を短縮させる技術を提供する。
【解決手段】情報処理装置１０は、患者の一覧データを
取得する一覧取得部１１０と、一覧データに含まれる患
者について、当該患者のカルテデータを含む画面の描画
データをキャッシュするキャッシュ部１２０と、画面を
表示する対象とする患者の指定を受け付ける指定受付部
１３０と、指定された患者についてキャッシュされてい
る描画データを用いて、当該患者のカルテ画面を表示装
置に表示させる表示処理部１４０と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の一覧データを取得する一覧取得手段と、
　前記一覧データに含まれる患者について、当該患者のカルテデータを含む画面の描画デ
ータをキャッシュするキャッシュ手段と、
　前記画面を表示する対象とする患者の指定を受け付ける指定受付手段と、
　前記指定された患者についてキャッシュされている前記描画データを用いて、前記指定
された患者の前記画面を表示装置に表示させる表示処理手段と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記一覧取得手段は、入院患者の一覧データを取得する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記キャッシュ手段は、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された従事者識別情報に紐付けら
れた入院患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記キャッシュ手段は、
　　情報処理装置が設けられる病棟を識別する病棟識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された病棟識別情報に紐付けられ
た入院患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記キャッシュ手段は、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記従事者識別情報に対応付けられていて、当該従事者識別情報の医療従事者が担当
予定の入院患者を含む勤怠情報を、前記取得された従事者識別情報を用いて取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された勤怠情報に含まれる入院患
者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記一覧取得手段は、外来患者の一覧データを取得する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記外来患者の診察の進捗状態を示す進捗状態情報が各外来患者に紐付けて管理されて
おり、
　前記キャッシュ手段は、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、間もなく診察を受けることを示す前記進
捗状態情報を付与された外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択す
る、
　請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記キャッシュ手段は、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、前記取得された従事者識別情報と紐付け
られている外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　請求項６または７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
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　前記キャッシュ手段は、
　　各診療科を識別する診療科識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、前記取得された診療科識別情報に対応す
る診療科の外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　請求項６から８のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記キャッシュ手段は、
　　前記外来患者に紐付けられた前記外来患者の来院時間を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者の来院時間の早い順に、前記描画データを所定個
数までキャッシュする、
　請求項６から９のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記キャッシュ手段は、
　　診察予約なしで来院した外来患者の当日受付の情報を取得し、
　　前記当日受付の情報の取得に応じて、前記診察予約なしで来院した外来患者の前記描
画データをキャッシュする、
　請求項６から１０のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　コンピュータが、
　患者の一覧データを取得する一覧取得手段と、
　前記一覧データに含まれる患者について、当該患者のカルテデータを含む画面の描画デ
ータをキャッシュするキャッシュ手段と、
　前記画面を表示する対象とする患者の指定を受け付ける指定受付手段と、
　前記指定された患者についてキャッシュされている前記描画データを用いて、前記指定
された患者の前記画面を表示装置に表示させる表示処理手段と、
　ことを含むカルテ画面表示方法。
【請求項１３】
　コンピュータを、
　患者の一覧データを取得する一覧取得手段、
　前記一覧データに含まれる患者について、当該患者のカルテデータを含む画面の描画デ
ータをキャッシュするキャッシュ手段、
　前記画面を表示する対象とする患者の指定を受け付ける指定受付手段、
　前記指定された患者についてキャッシュされている前記描画データを用いて、前記指定
された患者の前記画面を表示装置に表示させる表示処理手段、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子カルテシステムで利用されるカルテ画面の表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子カルテシステムに関する技術の一例が、下記特許文献に開示されている。下記特許
文献１には、複数の患者のカルテ画面を複数のタブで表示し、各患者のカルテ画面をタブ
で切り替えて表示する技術が開示されている。また、下記特許文献２には、取得した患者
の検査データを、画面で開いている電子カルテに転記する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３３８５２３号公報
【特許文献２】特開２００６－２６０３０３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　カルテは患者の過去の診療内容などの多くの情報を含む。そのため、電子カルテを表示
する画面を表示するまでに待ち時間が発生し、電子カルテシステムのユーザビリティを悪
化させ得る。
【０００５】
　本発明の目的は、電子カルテを表示する画面を起動する際のユーザの待ち時間を短縮さ
せる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、
　患者の一覧データを取得する一覧取得手段と、
　前記一覧データに含まれる患者について、当該患者のカルテデータを含む画面の描画デ
ータをキャッシュするキャッシュ手段と、
　前記画面を表示する対象とする患者の指定を受け付ける指定受付手段と、
　前記指定された患者についてキャッシュされている前記描画データを用いて、前記指定
された患者の前記画面を表示装置に表示させる表示処理手段と、
　を備える情報処理装置が提供される。
【０００７】
　コンピュータが、
　患者の一覧データを取得する一覧取得手段と、
　前記一覧データに含まれる患者について、当該患者のカルテデータを含む画面の描画デ
ータをキャッシュするキャッシュ手段と、
　前記画面を表示する対象とする患者の指定を受け付ける指定受付手段と、
　前記指定された患者についてキャッシュされている前記描画データを用いて、前記指定
された患者の前記画面を表示装置に表示させる表示処理手段と、
　ことを含むカルテ画面表示方法が提供される。
【０００８】
　本発明によれば、
　コンピュータを、
　患者の一覧データを取得する一覧取得手段、
　前記一覧データに含まれる患者について、当該患者のカルテデータを含む画面の描画デ
ータをキャッシュするキャッシュ手段、
　前記画面を表示する対象とする患者の指定を受け付ける指定受付手段、
　前記指定された患者についてキャッシュされている前記描画データを用いて、前記指定
された患者の前記画面を表示装置に表示させる表示処理手段、
　として機能させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、電子カルテを表示する画面を起動する際のユーザの待ち時間を短縮さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態における情報処理装置の処理構成を概念的に示す図である。
【図２】情報処理装置のハードウエア構成を概念的に示す図である。
【図３】第１実施形態における情報処理装置の処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】本発明における電子カルテシステムの構成例を示す図である。
【図５】カルテデータＴＢＬが記憶するデータの一例を示す図である。
【図６】医師・看護師ＴＢＬが記憶するデータの一例を示す図である。
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【図７】端末情報ＴＢＬが記憶するデータの一例を示す図である。
【図８】外来診察予約ＴＢＬが記憶するデータの一例を示す図である。
【図９】入院患者ＴＢＬが記憶するデータの一例を示す図である。
【図１０】勤怠情報ＴＢＬが記憶するデータの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において
、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１２】
　［第１実施形態］
　本発明における情報処理装置は、電子カルテシステムにおいて各患者のカルテデータを
含む画面（カルテ画面）を表示装置に表示させる機能を提供する。具体的には、情報処理
装置は、カルテ画面を表示する対象として指定され得る患者の一覧を含む画面を表示装置
に表示させ、オペレータ（医師や看護師などの医療従事者）による対象患者の指定入力を
受け付ける。オペレータの操作により対象の患者が指定されると、情報処理装置は、当該
指定された患者のカルテデータを基に生成されるカルテ画面を表示装置に表示する。ここ
で、本発明の情報処理装置は、患者のカルテ画面を予め生成してキャッシュしておく処理
をバックグラウンドで実行する。以下でその詳細について説明する。
【００１３】
　〔処理構成〕
　図１は、第１実施形態における情報処理装置１０の処理構成を概念的に示す図である。
図１に示されるように、情報処理装置１０は、一覧取得部１１０、キャッシュ部１２０、
指定受付部１３０、および表示処理部１４０を備える。
【００１４】
　一覧取得部１１０は、患者の一覧データを取得する。一覧取得部１１０により取得され
る一覧データは、指定受付部１３０でカルテ画面を表示する対象として指定され得る患者
の一覧データである。キャッシュ部１２０は、一覧データに含まれる患者について、カル
テデータを含む画面（カルテ画面）の描画データを、キャッシュメモリなどの一時記憶領
域にキャッシュする。具体的には、キャッシュ部１２０は、各患者のカルテデータを記憶
する記憶手段（図示せず）から、各患者を識別する患者ＩＤなどを用いて各患者のカルテ
データを読み出し、読み出したカルテデータを用いて各患者のカルテ画面の描画データを
生成する。ここで、カルテ画面の描画データとは、カルテ画面を表示装置に描画するため
のデータであり、カルテ画面を構成する各画面部品の情報（表示内容（例えば、カルテデ
ータに基づく診療履歴など）や、表示領域における座標およびサイズなど）を含む。キャ
ッシュ部１２０は、例えば、予め保持されるカルテ画面のひな形データを、読み出した各
患者のカルテデータに基づいて加工して、各患者のカルテ画面の描画データを生成する。
キャッシュ部１２０は、生成したカルテ画面をキャッシュメモリ（図示せず）にキャッシ
ュする。また、本明細書における「キャッシュ」という用語は、情報処理装置１０がカル
テ画面を表示装置に即座に表示させることができる状態にすることを意味する。例えば、
「キャッシュ」という用語は、キャッシュ部１２０がカルテ画面を表示装置（図示せず）
の表示領域外（すなわち、仮想的な表示領域）に予め表示させておく処理を含む。指定受
付部１３０は、カルテ画面を表示する対象とする患者の指定を受け付ける。指定受付部１
３０は、キーボード、マウス、タッチパネル等の入力装置（図示せず）を介して、カルテ
画面を表示する対象の患者を指定するユーザ入力を受け付ける。表示処理部１４０は、指
定された患者に関してキャッシュされているカルテ画面の描画データを用いて、当該患者
のカルテ画面を表示装置に表示させる。具体的には、表示処理部１４０は、ユーザにより
指定された患者に関して、表示装置の表示領域外にキャッシュされているカルテ画面の描
画データに含まれる座標情報を変更し、当該カルテ画面を表示装置の表示領域に移動させ
る。
【００１５】
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　〔ハードウエア構成〕-
　図２は、情報処理装置１０のハードウエア構成を概念的に示す図である。図２に示され
るように、情報処理装置１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０１、メモリ１
０２、ストレージ１０３、入出力インターフェース（入出力Ｉ／Ｆ）１０４、および通信
モジュール１０５、キャッシュ１０６などを備える。ＣＰＵ１０１、メモリ１０２、スト
レージ１０３、入出力インターフェース１０４、通信モジュール１０５およびキャッシュ
１０６は、相互にデータを送受信するためのデータ伝送路で接続されている。
【００１６】
　メモリ１０２は、例えばＲＡＭ（Random Access Memory）やＲＯＭ（Read Only Memory
）などのメモリである。ストレージ１０３は、例えばＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＳＳ
Ｄ（Solid State Drive）、又はメモリカードなどの記憶装置である。ストレージ１０３
は、情報処理装置１０の一覧取得部１１０、キャッシュ部１２０、指定受付部１３０、お
よび表示処理部１４０を含む各処理部の機能を実現するためのプログラムモジュールを記
憶している。ＣＰＵ１０１は、これら各プログラムモジュールを実行することで、各処理
部の機能をそれぞれ実現する。ＣＰＵ１０１は、上記各モジュールを実行する際、これら
のモジュールをメモリ１０２上に読み出してから実行してもよいし、メモリ１０２上に読
み出さずに実行してもよい。キャッシュ１０６は、高速なアクセスが可能なＳＳＤなどで
あり、上述のカルテ画面の描画データをキャッシュするために用いられる。
【００１７】
　入出力インターフェース１０４は、表示装置１０４１および入力装置１０４２などと接
続される。表示装置１０４１は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＣＲＴ（Cathode 
Ray Tube）ディスプレイのような、ＣＰＵ１０１やＧＰＵ（Graphics Processing Unit）
（図示せず）等により処理された描画データに対応する画面を表示する装置である。入力
装置１０４２は、ユーザからの入力を受け付ける装置であり、例えば、キーボード、マウ
ス、タッチセンサ等として実現される。表示装置１０４１および入力装置１０４２は一体
化され、タッチパネルとして実現されていてもよい。
【００１８】
　通信モジュール１０５は、外部の装置等との間でデータを送受信するために用いられる
。なお、通信モジュール１０５を介して情報処理装置１０と外部の装置とを接続する方法
は様々である。例えばこの接続は、バス回線（例えばＵＳＢ（Universal Serial Bus）回
線）を介したバス接続や、ネットワーク回線を介したネットワーク接続などである。なお
、ネットワーク回線は無線回線であってもよいし有線回線であってもよい。
【００１９】
　なお、情報処理装置１０のハードウエア構成は図２に示される構成に制限されない。
【００２０】
　〔動作例〕
　図３を用いて、本実施形態における情報処理装置１０の動作例を説明する。図３は、第
１実施形態における情報処理装置１０の処理の流れを示すフローチャートである。
【００２１】
　まず、一覧取得部１１０は、患者の一覧データを取得する（Ｓ１０１）。そして、キャ
ッシュ部１２０は、当該一覧に含まれる患者のカルテデータを、各患者を識別する患者識
別情報と紐付けて各患者のカルテデータを記憶する記憶手段（図示せず）から読み出す（
Ｓ１０２）。患者の一覧データは、各患者を識別する患者識別情報を含み、キャッシュ部
１２０は、当該患者識別情報を用いて、一覧に含まれる各患者のカルテデータを記憶手段
から読み出すことができる。そして、キャッシュ部１２０は、読み出したカルテデータを
基にカルテ画面の描画データを生成してキャッシュする（Ｓ１０３）。その後、指定受付
部１３０が、入力装置１０４２を介して診察対象の患者を指定するユーザ入力を受け付け
る（Ｓ１０４）。すると、表示処理部１４０は、ユーザ入力で指定された患者についてキ
ャッシュされたカルテ画面を表示装置１０４１の表示領域に表示させる（Ｓ１０５）。
【００２２】
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　〔第１実施形態の作用と効果〕
　以上、本実施形態では、患者の一覧データが取得されると、バックグラウンドで、当該
一覧データに含まれる患者について電子カルテを表示する画面（カルテ画面）の描画デー
タが予めキャッシュされる。その後、一覧データに含まれる患者の中から一の患者が選択
されると、当該選択された患者についてキャッシュされているカルテ画面が表示装置１０
４１に表示される。これにより、カルテ画面を表示装置１０４１に表示する場合に、カル
テ画面の描画データの生成などにかかる時間が削減される。結果として、本実施形態によ
れば、電子カルテを表示する画面を起動する際のユーザの待ち時間を短縮させることがで
きる。例えば、一覧から対象の患者を選択してからカルテ画面の描画データを生成して表
示する場合、カルテデータの読み出し処理やカルテ画面の描画データの生成処理等による
ラグが生じ、カルテ画面が表示されるまでに数秒程度の時間がかかる。一方で、本実施形
態によれば、事前にキャッシュしているカルテ画面を表示領域に移動させるのみであるた
め、一覧から対象の患者を選択してからコンマ数秒程度のごくわずかな時間でカルテ画面
を表示させることができる。
【００２３】
　［第２実施形態］
　本実施形態では、第１実施形態の情報処理装置１０についてより詳細に説明する。
【００２４】
　〔システム構成〕
　図４は、本発明における電子カルテシステム１の構成例を示す図である。図４に示され
るように、電子カルテシステム１は、情報処理装置１０、サーバ装置２０、データベース
３０、総合受付端末４０、各科受付端末５０を含んで構成される。なお、電子カルテシス
テム１は、図４に示される以外の装置を含んでいてもよい。
【００２５】
　総合受付端末４０は、来院時に診察券などを読み取り来院受付（初診受付あるいは再来
受付）を行う無人端末、または、医療機関の窓口担当が操作して来院受付を行う端末であ
る。各科受付端末５０は、各診療科の窓口担当が操作して診療科ごとに受付を行う端末で
ある。小規模な診療所や単科病院等、診療科別の窓口がないような医療機関では、各科受
付端末５０がなく、総合受付端末４０が各科受付の機能を兼ねることもあり得る。
【００２６】
　データベース３０は、電子カルテシステム１で利用される各種データを格納するテーブ
ル（ＴＢＬ）を備える。図４の例では、データベース３０は、カルテデータＴＢＬ３１０
、医師・看護師ＴＢＬ３２０、端末情報ＴＢＬ３３０、外来診察予約ＴＢＬ３４０、入院
患者ＴＢＬ３５０、勤怠情報ＴＢＬ３６０を有する。データベース３０は、その他にも、
電子カルテシステム１で必要なテーブルを備えている。
【００２７】
　カルテデータＴＢＬ３１０は、例えば図５に示されるように、各患者のカルテデータを
記憶する。図５は、カルテデータＴＢＬ３１０が記憶するデータの一例を示す図である。
図５に示される例では、各カルテデータを識別するカルテＩＤに紐付けて、カルテの種別
（入院カルテ／外来カルテ）を示す情報、各診療科を識別する診療科ＩＤ、各患者を識別
する患者ＩＤ、および診療履歴などが記憶されている。カルテ画面はこのカルテデータに
基づいて生成される。
【００２８】
　医師・看護師ＴＢＬ３２０は、例えば図６に示されるように、医療機関に勤務する各医
療従事者のデータを記憶する。図６は、医師・看護師ＴＢＬ３２０が記憶するデータの一
例を示す図である。図６に示される例では、各医療従事者を識別する医療従事者ＩＤおよ
び当該医療従事者が所属する診療科を識別する診療科ＩＤなどが紐付けられて記憶されて
いる。
【００２９】
　端末情報ＴＢＬ３３０は、例えば図７に示されるように、電子カルテシステム１で利用
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される情報処理装置１０を含む各端末のデータを記憶する。図７は、端末情報ＴＢＬ３３
０が記憶するデータの一例を示す図である。図７に示される例では、各端末を識別する端
末識別ＩＤおよび設置場所を示す情報などが紐付けられて記憶されている。端末情報ＴＢ
Ｌ３３０の設置場所には、情報処理装置１０が設置されている場所を示す情報が格納され
る。具体的には、図７に示される端末情報ＴＢＬ３３０には、端末識別ＩＤが「Ｔ００１
」の端末は内科外来診察室に設置されている旨を示す情報が格納され、また、端末識別Ｉ
Ｄが「Ｔ００２」の端末は南病棟の３階に設置されている旨を示す情報が格納されている
。
【００３０】
　外来診察予約ＴＢＬ３４０は、例えば図８に示されるように、外来患者の診察予約に関
するデータを記憶する。図８は、外来診察予約ＴＢＬ３４０が記憶するデータの一例を示
す図である。図８に示される例では、各予約を識別する予約ＩＤに紐付けて、診察予約日
時、診察予約をした患者を識別する患者ＩＤ、担当医を識別する担当医ＩＤ、診察の進捗
状況を示す診察ステータス、および来院時間などが記憶されている。
【００３１】
　入院患者ＴＢＬ３５０は、例えば図９に示されるように、入院患者に関するデータを記
憶する。図９は、入院患者ＴＢＬ３５０が記憶するデータの一例を示す図である。図９に
示される例では、各患者を識別する患者ＩＤに紐付けて、当該患者を担当する医療従事者
を識別する医療従事者ＩＤ、当該患者が入院している病棟を識別する病棟識別ＩＤ、フロ
ア（階数）、及び部屋番号などが記憶されている。
【００３２】
　勤怠情報ＴＢＬ３６０は、例えば図１０に示されるように、医療従事者の勤怠情報に関
するデータを記憶する。図１０は、勤怠情報ＴＢＬ３６０が記憶するデータの一例を示す
図である。図１０に示される例では、各医療従事者を識別する医療従事者ＩＤに紐付けて
、勤務日を示す情報、及び当該勤務日に受け持つ予定の患者を識別する患者ＩＤが記憶さ
れている。
【００３３】
　サーバ装置２０は、ログイン認証部２１０、来院時間管理部２２０、ステータス管理部
２３０を含む。
【００３４】
　ログイン認証部２１０は、ユーザ（医師や看護師などの医療従事者）の電子カルテシス
テム１へのログイン認証を実行する。ユーザは、電子カルテシステム１のアカウントを個
別に有しており、各個人のアカウントとパスワードとを情報処理装置１０などの端末に入
力する。ログイン認証部２１０は、入力されたアカウントとパスワードを取得して、各ユ
ーザのログイン認証を実行する。
【００３５】
　来院時間管理部２２０は、外来患者の来院時間を管理する。具体的には、来院時間管理
部２２０は、総合受付端末４０から患者の来院受付が行われた時間を取得し、その時間を
患者の来院時間として外来診察予約ＴＢＬ３４０の来院時間に記憶する。
【００３６】
　ステータス管理部２３０は、診察の進捗度合に応じた進捗ステータスを、外来診察予約
ＴＢＬ３４０の各患者のデータに対して付与する。ステータス管理部２３０は、電子カル
テシステム１に含まれる情報処理装置１０といった端末で入力される情報を取得し、各患
者に付与される進捗ステータスを管理する。一例として、ステータス管理部２３０により
付与される診察ステータスは、患者が未だ来院していない状態を示す「未来院」、総合受
付端末４０で受け付けを済ませた状態を示す「来院済」、各科受付端末５０で各科受付を
済ませた、または、各科受付端末５０で各科受付を済ませた後で診察前に行う検査が完了
した状態を示す「診察待ち」、診察の間に検査行うために診察を一時終了した状態である
「一時終了」、および診察が完了した状態を示す「診察終了」のステータスを含む。但し
、これらは一例であり、診察ステータスは運用によって適宜変更され得る。例えば、各科
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受付の窓口が存在しない医療機関の場合、総合受付端末４０で受け付けが完了した時点で
「診察待ち」のステータスが付与されることもある。
【００３７】
　〔情報処理装置１０の動作〕
　以下では、図４に示される電子カルテシステム１における、情報処理装置１０の動作に
ついて説明する
【００３８】
　まず、情報処理装置１０は図示しない入力受付画面を介してユーザのアカウント（各医
療従事者を識別する従事者識別情報）およびパスワードを取得し、ログイン認証部２１０
を用いた電子カルテシステム１のログイン認証を実行する。
【００３９】
　ログイン認証が正常に終了すると、情報処理装置１０の一覧取得部１１０は、端末情報
ＴＢＬ３３０を参照して情報処理装置１０の設置場所を示す情報を取得し、取得した情報
を基に、情報処理装置１０が外来診察室で用いられる端末（外来診察室端末）か病棟で用
いられる端末（病棟端末）かを判断する。具体的には、図７の例の端末情報ＴＢＬ３３０
は、Ｔ００１の情報処理装置１０は内科外来診察室、Ｔ００２の情報処理装置１０は南病
棟の３階にそれぞれ備えられている旨の情報を記憶している。各情報処理装置１０は、自
身に割り当てられた端末識別ＩＤを用いて設置場所の情報を取得し、自身が外来診察端末
か病棟端末かを判断できる。またこれに限らず、例えば、外来診察室端末および病棟端末
のいずれであるかを示す情報が各情報処理装置１０に予め設定されており、一覧取得部１
１０は当該設定された情報を基に、情報処理装置１０が外来診察室端末か病棟端末化を判
断するように構成されていてもよい。情報処理装置１０の設置場所が外来診察室などであ
る場合、主に表示する画面は外来患者のカルテであるため、一覧取得部１１０は外来患者
の一覧データを取得する。具体的には、一覧取得部１１０は、外来診察予約ＴＢＬ３４０
を参照し、当日に診察予約をしている外来患者の一覧データを取得する。また、情報処理
装置１０が病棟端末の場合は、主に表示する画面は入院患者のカルテであるため、入院患
者の一覧データを取得する。具体的には、一覧取得部１１０は、入院患者ＴＢＬ３５０を
参照し、入院患者の一覧データを取得する。なお、一覧取得部１１０は、図示しない入力
受付画面を介して検索条件の入力を受け付け、当該検索条件に合致する患者の一覧データ
を取得するように構成されていてもよい。
【００４０】
　キャッシュ部１２０は、一覧取得部１１０によって取得された一覧データに含まれる患
者についてカルテ画面データを生成してキャッシュする。そして、第１実施形態で説明し
たように、指定受付部１３０はカルテ画面を表示する対象とする患者の指定を受け付け、
表示処理部１４０は当該指定された患者のカルテ画面を表示装置１０４１に表示する。
【００４１】
　ここで、カルテデータは様々な情報を含むためその情報量が多くなり、一覧に含まれる
全ての患者のカルテ画面の描画データをキャッシュすることを試みた場合に十分な領域を
確保できない可能性も考えられる。そこで、本実施形態のキャッシュ部１２０は、様々な
条件を用いて、カルテ画面をキャッシュすべき患者を適切に判断して選択するように構成
される。以下、その例について説明する。
【００４２】
　＜外来診察端末の場合＞
　例えば、診察ステータスが「診察待ち」である外来患者は、間もなく診察を受ける患者
であり、近い将来にカルテ画面が表示される可能性が極めて高い。そこで、キャッシュ部
１２０は、外来診察予約ＴＢＬ３４０を参照し、診察ステータスが「診察待ち」である外
来患者、すなわち、一覧データに含まれる外来患者のうち、間もなく診察を受けることを
示す情報を付与された外来患者を、カルテ画面の描画データをキャッシュする対象として
選択する。言い換えると、キャッシュ部１２０は、診察の進捗度合を示す複数のステータ
スがある場合に、複数のステータスのうち基準を満たすステータスが付与されている患者
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を選択する。ここでいう「基準を満たすステータス」とは、診察を開始するまでの状態を
示す各ステータスの中で、最も診察に近い状態を示すステータスである。これにより、キ
ャッシュするカルテ画面の描画データの数を減らし、キャッシュ１０６の領域が枯渇する
可能性を低減させることができる。また、キャッシュ１０６には診察で利用される可能性
の高いカルテ画面の描画データをキャッシュすることができる。そのため、キャッシュ対
象を制限したことによるキャッシュのヒット率の低下を防ぎ、ユーザがカルテ画面を表示
する際の待ち時間を短縮する効果を維持することができる。
【００４３】
　また、図８の例において、外来患者が診察予約をした場合、外来患者と担当医とが互い
に紐付けられる。この情報を用いることにより、電子カルテシステム１にログインして情
報処理装置１０に操作するユーザ（主に医師）によって、どの患者のカルテ画面を表示す
る可能性が高いか予測することができる。具体的には、まず、キャッシュ部１２０は、現
在ログインしているアカウントの情報（各医療従事者を識別する情報）を取得する。そし
て、キャッシュ部１２０は、取得したアカウントを用いて外来診察予約ＴＢＬ３４０を参
照し、当該アカウントに紐付けられている患者（患者ＩＤ）を特定する。そして、キャッ
シュ部１２０は、一覧データに含まれる外来患者のうち上記のように特定された外来患者
を、カルテ画面の描画データをキャッシュする対象として選択する。これにより、キャッ
シュするカルテ画面の描画データの数を減らし、キャッシュ１０６の領域が枯渇する可能
性を低減させることができる。また、キャッシュ１０６には診察で利用される可能性の高
いカルテ画面の描画データをキャッシュすることができる。そのため、キャッシュ対象を
制限したことによるキャッシュのヒット率の低下を防ぎ、ユーザがカルテ画面を表示する
際の待ち時間を短縮する効果を維持することができる。
【００４４】
　また、医療機関が複数の診療科を有する場合、外来診察端末は診療科別に設けられてい
るため、診療科の情報を基にどの患者のカルテ画面を表示する可能性が高いか予測するこ
ともできる。具体的には、まず、キャッシュ部１２０は、現在ログインしているアカウン
トの情報（各医療従事者を識別する情報）を取得する。そして、キャッシュ部１２０は、
取得したアカウントの情報を用いて医師・看護師ＴＢＬ３２０を参照し、当該アカウント
の医療従事者が属する診療科を示す情報を取得する。そして、キャッシュ部１２０は、取
得した診療科の情報を用いて外来診察予約ＴＢＬ３４０を参照し、一覧データに含まれる
外来患者のうち、取得された診療科を示す情報に対応する診療科の外来患者を特定する。
そして、キャッシュ部１２０は、一覧データに含まれる外来患者のうち上記のように特定
された外来患者を、カルテ画面の描画データをキャッシュする対象として選択する。これ
により、キャッシュするカルテ画面の描画データの数を減らし、キャッシュ１０６の領域
が枯渇する可能性を低減させることができる。また、キャッシュ１０６には診察で利用さ
れる可能性の高いカルテ画面の描画データをキャッシュすることができる。そのため、キ
ャッシュ対象を制限したことによるキャッシュのヒット率の低下を防ぎ、ユーザがカルテ
画面を表示する際の待ち時間を短縮する効果を維持することができる。
【００４５】
　また、キャッシュする画面の上限がキャッシュ部１２０に予め設定されていてもよい。
この場合において、例えば外来患者の来院時間を用いて、キャッシュのヒット率の低下を
防ぐことができる。具体的には、キャッシュ部１２０は、外来診察予約ＴＢＬ３４０を参
照し、外来患者の来院時間を取得する。そして、キャッシュ部１２０は、一覧データに含
まれる患者について、取得した来院時間が早い順に、所定の個数を上限としてカルテ画面
の描画データをキャッシュする。これにより、キャッシュするカルテ画面の描画データの
数を減らし、キャッシュ１０６の領域が枯渇する可能性を低減させることができる。また
、来院時間が早い外来患者ほど診察を受ける順番が早い可能性が高いため、来院時間が早
い順にカルテ画面の描画データをキャッシュすることにより、キャッシュするカルテ画面
の描画データの数を制限してもキャッシュのヒット率を維持することができる。
【００４６】
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　また、外来患者の中には、初診や急診の場合など、当日の診察予約をせずに来院するこ
ともある。この場合、外来患者は、総合受付端末４０または各科受付端末５０で当日受付
をする。キャッシュ部１２０は、診察予約なしで来院した外来患者の当日受付の情報を総
合受付端末４０または各科受付端末５０から取得し、これに応じて、診察予約なしで来院
した外来患者のカルテ画面の描画データをキャッシュする。当該外来患者が初診で診察予
約がない場合は、例えば、予め保持されているカルテ画面のひな形データがキャッシュさ
れる。また、当該外来患者が初診ではないが急診のため診察予約がない場合、当日受付で
取得した当該外来患者の識別情報を基にカルテデータが読み出され、カルテ画面の描画デ
ータが生成およびキャッシュされる。また、当日受付の情報の取得に応じて、情報処理装
置１０の一覧データ上に診察予約のない患者が追加される。これにより、診察予約がない
患者に対しても、カルテ画面の描画データをキャッシュすることができる。
【００４７】
　また、キャッシュ部１２０は、上述の２つ以上を組み合わせて、カルテ画面の描画デー
タをキャッシュする対象を選択するように構成されていてもよい。
【００４８】
　＜病棟端末の場合＞
　また、入院患者ＴＢＬ３５０に示されるように、各入院患者を担当する医療従事者が電
子カルテシステム１上で管理されている場合、この情報を用いて、電子カルテシステム１
で表示される可能性の高いカルテ画面を予測することができる。具体的には、キャッシュ
部１２０は、現在ログインしているアカウントの情報（各医療従事者を識別する情報）を
取得する。そして、キャッシュ部１２０は、取得したアカウントの情報を用いて入院患者
ＴＢＬ３５０を参照し、当該アカウントの医療従事者と紐付けられた入院患者を特定する
。そして、キャッシュ部１２０は、一覧データに含まれる入院患者のうち、上記のように
特定された入院患者を、カルテ画面の描画データをキャッシュする対象として選択する。
これにより、キャッシュするカルテ画面の描画データの数を減らし、キャッシュ１０６の
領域が枯渇する可能性を低減させることができる。また、キャッシュ１０６には利用され
る可能性の高いカルテ画面の描画データをキャッシュすることができる。そのため、キャ
ッシュ対象を制限したことによるキャッシュのヒット率の低下を防ぎ、ユーザがカルテ画
面を表示する際の待ち時間を短縮する効果を維持することができる。
【００４９】
　病棟端末の場合、当該病棟端末が設けられている場所によって、どの患者のカルテ画面
を表示する可能性が高いか予測することができる。例えば、病棟端末が南病棟の３階にあ
る端末の場合、南病棟の３階にいる入院患者のカルテ画面が表示される可能性が高い。そ
こで、キャッシュ部１２０は、自身に割り当てられた端末識別ＩＤを用いて端末情報ＴＢ
Ｌ３３０を参照して、設置場所を取得する。具体的には、端末識別ＩＤが「Ｔ００２」の
情報処理装置１０の場合、キャッシュ部１２０は端末識別ＩＤ「Ｔ００２」を用いて、各
病棟を識別する情報として設置場所が「南病棟」である旨の情報を取得する。キャッシュ
部１２０は、病棟の階数を示す情報（図７の例では「３Ｆ」）を更に取得してもよい。こ
れにより、キャッシュ部１２０は、情報処理装置１０が設けられている病棟を識別する情
報を取得する。そして、キャッシュ部１２０は、取得した病棟を識別する情報を用いて入
院患者ＴＢＬ３５０を参照し、当該病棟を識別する情報に紐付けられた入院患者（例えば
、「南病棟」の入院患者、または、「南病棟の３Ｆ」の入院患者など）を特定する。そし
て、キャッシュ部１２０は、一覧データに含まれる入院患者のうち、上記のように特定さ
れた入院患者を、カルテ画面の描画データをキャッシュする対象として選択する。これに
より、キャッシュするカルテ画面の描画データの数を減らし、キャッシュ１０６の領域が
枯渇する可能性を低減させることができる。また、キャッシュ１０６には利用される可能
性の高いカルテ画面の描画データをキャッシュすることができる。そのため、キャッシュ
対象を制限したことによるキャッシュのヒット率の低下を防ぎ、ユーザがカルテ画面を表
示する際の待ち時間を短縮する効果を維持することができる。
【００５０】
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　また、勤怠情報ＴＢＬ３６０に示されるように、電子カルテシステム１上で看護師が当
日受け持つ患者を含む勤怠情報を管理している場合、ログイン時に利用されたアカウント
の情報とこの勤怠情報を用いることにより、電子カルテシステム１で表示される可能性の
高いカルテ画面を予測することができる。具体的には、キャッシュ部１２０は、現在ログ
インしているアカウントの情報（各医療従事者を識別する情報）を取得する。そして、キ
ャッシュ部１２０は、取得したアカウントの情報を用いて勤怠情報ＴＢＬ３６０を参照し
、当該アカウントの医療従事者の当日の勤怠情報を取得する。そして、キャッシュ部１２
０は、一覧データに含まれる入院患者のうち、取得した勤怠情報に含まれている入院患者
を、カルテ画面の描画データをキャッシュする対象として選択する。これにより、キャッ
シュするカルテ画面の描画データの数を減らし、キャッシュ１０６の領域が枯渇する可能
性を低減させることができる。また、キャッシュ１０６には利用される可能性の高いカル
テ画面の描画データをキャッシュすることができる。そのため、キャッシュ対象を制限し
たことによるキャッシュのヒット率の低下を防ぎ、ユーザがカルテ画面を表示する際の待
ち時間を短縮する効果を維持することができる。
【００５１】
　なお、キャッシュされた描画データは、ログアウトに応じてクリアすることが望ましい
が、病棟端末は、ナースステーションなどに設けられるため不特定多数の医療従事者（看
護師）によって使用され得る。この場合、例えば、キャッシュ部１２０が一度キャッシュ
した描画データを所定時間保持するように構成することにより、キャッシュ動作の実行回
数を低減させることができる。
【００５２】
　本実施形態の情報処理装置１０の各処理部の機能も、第１実施形態と同様に、ＣＰＵ１
０１がストレージ１０３に格納されたプログラムを実行することにより、実現される。
【００５３】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【００５４】
　また、上述の説明で用いたフローチャートでは、複数の工程（処理）が順番に記載され
ているが、各実施形態で実行される工程の実行順序は、その記載の順番に制限されない。
各実施形態では、図示される工程の順番を内容的に支障のない範囲で変更することができ
る。また、上述の各実施形態の説明は、相反しない範囲で組み合わせることができる。
【００５５】
　以下、参考形態の例を付記する。
１．
　患者の一覧データを取得する一覧取得手段と、
　前記一覧データに含まれる患者について、当該患者のカルテデータを含む画面の描画デ
ータをキャッシュするキャッシュ手段と、
　前記画面を表示する対象とする患者の指定を受け付ける指定受付手段と、
　前記指定された患者についてキャッシュされている前記描画データを用いて、前記指定
された患者の前記画面を表示装置に表示させる表示処理手段と、
　を備える情報処理装置。
２．
　前記一覧取得手段は、入院患者の一覧データを取得する、
　１．に記載の情報処理装置。
３．
　前記キャッシュ手段は、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された従事者識別情報に紐付けら
れた入院患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　２．に記載の情報処理装置。
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４．
　前記キャッシュ手段は、
　　情報処理装置が設けられる病棟を識別する病棟識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された病棟識別情報に紐付けられ
た入院患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　２．に記載の情報処理装置。
５．
　前記キャッシュ手段は、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記従事者識別情報に対応付けられていて、当該従事者識別情報の医療従事者が担当
予定の入院患者を含む勤怠情報を、前記取得された従事者識別情報を用いて取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された勤怠情報に含まれる入院患
者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　２．に記載の情報処理装置。
６．
　前記一覧取得手段は、外来患者の一覧データを取得する、
　１．に記載の情報処理装置。
７．
　前記外来患者の診察の進捗状態を示す進捗状態情報が各外来患者に紐付けて管理されて
おり、
　前記キャッシュ手段は、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、間もなく診察を受けることを示す前記進
捗状態情報を付与された外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択す
る、
　６．に記載の情報処理装置。
８．
　前記キャッシュ手段は、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、前記取得された従事者識別情報と紐付け
られている外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　６．または７．に記載の情報処理装置。
９．
　前記キャッシュ手段は、
　　各診療科を識別する診療科識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、前記取得された診療科識別情報に対応す
る診療科の外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　６．から８．のいずれか１つに記載の情報処理装置。
１０．
　前記キャッシュ手段は、
　　前記外来患者に紐付けられた前記外来患者の来院時間を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者の来院時間の早い順に、前記描画データを所定個
数までキャッシュする、
　６．から９．のいずれか１つに記載の情報処理装置。
１１．
　前記キャッシュ手段は、
　　診察予約なしで来院した外来患者の当日受付の情報を取得し、
　　前記当日受付の情報の取得に応じて、前記診察予約なしで来院した外来患者の前記描
画データをキャッシュする、
　６．から１０．のいずれか１つに記載の情報処理装置。
１２．
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　コンピュータが、
　患者の一覧データを取得する一覧取得手段と、
　前記一覧データに含まれる患者について、当該患者のカルテデータを含む画面の描画デ
ータをキャッシュするキャッシュ手段と、
　前記画面を表示する対象とする患者の指定を受け付ける指定受付手段と、
　前記指定された患者についてキャッシュされている前記描画データを用いて、前記指定
された患者の前記画面を表示装置に表示させる表示処理手段と、
　ことを含むカルテ画面表示方法。
１３．
　前記コンピュータが、入院患者の一覧データを取得する、
　ことを含む１２．に記載のカルテ画面表示方法。
１４．
　前記コンピュータが、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された従事者識別情報に紐付けら
れた入院患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　ことを含む１３．に記載のカルテ画面表示方法。
１５．
　前記コンピュータが、
　　当該コンピュータが設けられる病棟を識別する病棟識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された病棟識別情報に紐付けられ
た入院患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　ことを含む１３．に記載のカルテ画面表示方法。
１６．
　前記コンピュータが、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記従事者識別情報に対応付けられていて、当該従事者識別情報の医療従事者が担当
予定の入院患者を含む勤怠情報を、前記取得された従事者識別情報を用いて取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された勤怠情報に含まれる入院患
者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　ことを含む１３．に記載のカルテ画面表示方法。
１７．
　前記コンピュータが、外来患者の一覧データを取得する、
　ことを含む１２．に記載のカルテ画面表示方法。
１８．
　前記外来患者の診察の進捗状態を示す進捗状態情報が各外来患者に紐付けて管理されて
おり、
　前記コンピュータが、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、間もなく診察を受けることを示す前記進
捗状態情報を付与された外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択す
る、
　ことを含む１７．に記載のカルテ画面表示方法。
１９．
　前記コンピュータが、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、前記取得された従事者識別情報と紐付け
られている外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　ことを含む１７．または１８．に記載のカルテ画面表示方法。
２０．
　前記コンピュータが、
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　　各診療科を識別する診療科識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、前記取得された診療科識別情報に対応す
る診療科の外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する、
　ことを含む１７．から１９．のいずれか１つに記載のカルテ画面表示方法。
２１．
　前記コンピュータが、
　　前記外来患者に紐付けられた前記外来患者の来院時間を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者の来院時間の早い順に、前記描画データを所定個
数までキャッシュする、
　ことを含む１７．から２０．のいずれか１つに記載のカルテ画面表示方法。
２２．
　前記コンピュータが、
　　診察予約なしで来院した外来患者の当日受付の情報を取得し、
　　前記当日受付の情報の取得に応じて、前記診察予約なしで来院した外来患者の前記描
画データをキャッシュする、
　ことを含む１７．から２１．のいずれか１つに記載のカルテ画面表示方法。
２３．
　コンピュータを、
　患者の一覧データを取得する一覧取得手段、
　前記一覧データに含まれる患者について、当該患者のカルテデータを含む画面の描画デ
ータをキャッシュするキャッシュ手段、
　前記画面を表示する対象とする患者の指定を受け付ける指定受付手段、
　前記指定された患者についてキャッシュされている前記描画データを用いて、前記指定
された患者の前記画面を表示装置に表示させる表示処理手段、
　として機能させるためのプログラム。
２４．
　前記コンピュータを、
　前記一覧取得手段であって、入院患者の一覧データを取得する手段、
　として機能させるための２３．に記載のプログラム。
２５．
　前記コンピュータを、
　前記キャッシュ手段であって、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された従事者識別情報に紐付けら
れた入院患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する手段、
　として機能させるための２４．に記載のプログラム。
２６．
　前記コンピュータを、
　前記キャッシュ手段であって、
　　情報処理装置が設けられる病棟を識別する病棟識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された病棟識別情報に紐付けられ
た入院患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する手段、
　として機能させるための２４．に記載のプログラム。
２７．
　前記コンピュータを、
　前記キャッシュ手段であって、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記従事者識別情報に対応付けられていて、当該従事者識別情報の医療従事者が担当
予定の入院患者を含む勤怠情報を、前記取得された従事者識別情報を用いて取得し、
　　前記一覧データに含まれる入院患者のうち前記取得された勤怠情報に含まれる入院患
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者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する手段、
　として機能させるための２４．に記載のプログラム。
２８．
　前記コンピュータを、
　前記一覧取得手段であって、外来患者の一覧データを取得する手段、
　として機能させるための２３．に記載のプログラム。
２９．
　前記外来患者の診察の進捗状態を示す進捗状態情報が各外来患者に紐付けて管理されて
おり、
　前記コンピュータを、
　前記キャッシュ手段であって、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、間もなく診察を受けることを示す前記進
捗状態情報を付与された外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択す
る手段、
　として機能させるための２８．に記載のプログラム。
３０．
　前記コンピュータを、
　前記キャッシュ手段であって、
　　各医療従事者を識別する従事者識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、前記取得された従事者識別情報と紐付け
られている外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する手段、
　として機能させるための２８．または２９．に記載のプログラム。
３１．
　前記コンピュータを、
　前記キャッシュ手段であって、
　　各診療科を識別する診療科識別情報を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者のうち、前記取得された診療科識別情報に対応す
る診療科の外来患者を、前記描画データをキャッシュする対象として選択する手段、
　として機能させるための２８．から３０．のいずれか１つに記載のプログラム。
３２．
　前記コンピュータを、
　前記キャッシュ手段であって、
　　前記外来患者に紐付けられた前記外来患者の来院時間を取得し、
　　前記一覧データに含まれる外来患者の来院時間の早い順に、前記描画データを所定個
数までキャッシュする手段、
　として機能させるための２８．から３１．のいずれか１つに記載のプログラム。
３３．
　前記コンピュータを、
　前記キャッシュ手段であって、
　　診察予約なしで来院した外来患者の当日受付の情報を取得し、
　　前記当日受付の情報の取得に応じて、前記診察予約なしで来院した外来患者の前記描
画データをキャッシュする手段、
　として機能させるための２８．から３２．のいずれか１つに記載のプログラム。
【符号の説明】
【００５６】
１　電子カルテシステム
１０　情報処理装置
１０１　ＣＰＵ
１０２　メモリ
１０３　ストレージ
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１０４　入出力インターフェース
１０４１　表示装置
１０４２　入力装置
１０４２　表示装置
１０５　通信モジュール
１０６　キャッシュ
１１０　一覧取得部
１２０　キャッシュ部
１３０　指定受付部
１４０　表示処理部
２０　サーバ装置
２１０　ログイン認証部
２２０　来院時間管理部
２３０　ステータス管理部
３０　データベース
３１０　カルテデータＴＢＬ
３２０　医師・看護師ＴＢＬ
３３０　端末情報ＴＢＬ
３４０　外来診察予約ＴＢＬ
３５０　入院患者ＴＢＬ
３６０　勤怠情報ＴＢＬ
４０　総合受付端末
５０　各科受付端末

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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